別表第1(第8条関係)
減免の対象者
袋の大きさ
交付する数

規則第6条第1項第1号に該当する者でその属する世帯の構成員(以下「世帯構成員」という。)の数が1人のもの
25l
70枚

規則第6条第1項第1号に該当する者で世帯構成員の数が2人のもの
25l
70枚

規則第6条第1項第1号に該当する者で世帯構成員の数が3人以上のもの
25l
70枚

規則第6条第1項第2号に該当する者
25l
(1)　出生の場合
乳幼児1人当たり
300枚
(2)　転入の場合
乳幼児1人当たり次に掲げる数の合計数
ア　満2歳に達する日までの期間にあっては、出生の日から経過した月数に10を乗じて得た数を240から減じて得た数
イ　満2歳に達する日から満3歳に達する日の前日までの期間にあっては、満2歳に達する日から2月経過するごとに10を60から減じて得た数

規則第6条第1項第3号に該当する者
25l
100枚

規則第6条第1項第4号に該当する者
25l
100枚

規則第6条第1項第5号に該当する者
25l
100枚

